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発射状況調査 

（DEURAS による発射測定） 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 26 条の２の規定により実施した令和２年度電波

の利用状況の調査等の評価に資するため、電波の利用状況の調査等に関する省令（平成

14 年総務省令第 110 号）第５条第６項に規定する電波の発射状況の調査として、DEURAS

電波監視システム（以下「DEURAS」という。）による発射状況の調査（以下「発射状況調

査」という。）を実施した。 

本調査は、DEURAS の利発調機能等を活用し、令和２年度電波の利用状況調査の対象で

ある 714MHz 以下の周波数の電波のうち、公共ブロードバンド、マリンコミュニティホー

ン及びアナログ地域振興ＭＣＡが使用する電波の発射状況を調査し、第４章第３節第２

款～第４款の重点調査に係る発射状況調査を補完するものである。 
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